
 

公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案要綱 

 

会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、

もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制度の導入、

監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し、公認会計士の資格要件の見直

し等の措置を講ずる必要がある。このため、公認会計士法及び金融商品取引法の一部

を改正することとする。 

 

一 公認会計士法の一部改正（第１条関係） 

１．業務補助等の期間の見直し 

公認会計士の資格要件のうち業務補助等の期間を２年以上から３年以上に改

めることとする。               （公認会計士法第３条関係） 

 

２．公認会計士名簿の登録事項の見直し 

公認会計士名簿に登録を受けなければならない事項として、勤務先その他の所

定の事項を規定することとする。        （公認会計士法第 17条関係） 

 

３．公認会計士の登録の抹消に係る規定の整備 

公認会計士が、所定の期間以上の期間にわたり継続的専門研修を受講していな

いとき、２年以上継続して所在が不明であるとき等に該当する場合には、日本公

認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、当該公認会計士の登録を抹消する

ことができることとする。           （公認会計士法第 21条関係） 

 

４．監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し 

監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等であるために当該監査法人の監査

証明業務が制限されることとなる社員を、当該会社等の財務書類について当該監

査法人が行う監査証明業務に関与する社員その他の社員に限ることとする。 

（公認会計士法第 34条の 11第１項関係） 

 

５．上場会社等の財務書類の監査証明業務に係る登録制度の整備 

⑴ 登録制の導入 

① 公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人

名簿への登録を受けなければ、上場会社等の財務書類について監査証明業務

を行ってはならないこととする。  （公認会計士法第 34条の 34の２関係） 

 

② 上場会社等監査人名簿への登録に係る所要の規定を定めることとする。 

（公認会計士法第 34条の 34の３～第 34条の 34の 12関係） 

 



 

 

⑵ 業務に関する規定の整備 

① 上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士が上場会社等の財務

書類について監査証明業務を行うときは、やむを得ない事情がある場合を除

き、上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査法人と共同して行うこと、

又は所定の数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、当該他の

公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数の合計が所定

の数以上であることのいずれかの要件を満たさなければならないこととす

る。              （公認会計士法第 34条の 34の 13関係） 

 

② 上場会社等監査人名簿への登録を受けた者は、上場会社等の財務書類に係

る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しな

ければならないこととする。     （公認会計士法第 34条の 34の 14関係） 

 

⑶ 罰則 

上場会社等監査人名簿への登録に関し、所要の罰則規定の整備を行うことと

する。   （公認会計士法第 52条の２、第 53条第１項、第 55条の４関係） 

 

６．日本公認会計士協会の会則記載事項の追加 

日本公認会計士協会の会則記載事項として、会計に関する教育その他知識の普

及及び啓発のための活動に関する規定を追加することとする。 

（公認会計士法第 44条第１項関係） 

 

７．公認会計士・監査審査会による立入検査等の権限の見直し 

金融庁長官から公認会計士・監査審査会に委任する監査法人等に対する立入検

査等の権限の範囲を見直すとともに、金融庁長官が自ら当該権限を行使すること

を妨げないこととする。       （公認会計士法第 49条の４第２項関係） 

 

８．その他 

その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二 金融商品取引法の一部改正（第２条関係） 

上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会

社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなけれ

ばならないこととする。  （金融商品取引法第 193条の２第１項・第２項関係） 

 

三 その他 

１．施行期日 



 

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとする。              （附則第１条関係） 

 

２．経過措置等 

① 施行日における業務補助等の期間が２年以上である者の公認会計士の資格

に係る規定の適用については、なお従前の例によることとする。 

（附則第２条関係） 

 

② この法律の施行の際現に上場会社等の財務書類について監査証明業務を

行っている公認会計士及び監査法人は、施行日から起算して１年６月間は、上

場会社等監査人名簿への登録を受けることなく、当該業務を行うことができる

こととする。                     （附則第３条関係） 

 

③ 公認会計士法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。 

 

④ その他所要の経過措置等を定めることとする。 

 


